
 

 
 

部長会議付議事案書（報告） 

（令和８年１月５日） 

提案課名 図書館 

報告者名 山本 正則 

事案名 
秦野よむよむプラン2026 秦野市立図書館基本計画（案）につい

て 
資料 有 

提
案
趣
旨 

図書館サービスの充実を図るため、平成２８年３月に策定した「秦野市立図

書館基本計画」の計画期間が今年度末で終了することから、次期計画案を作成

しましたので、報告するものです。 

概 
 

要 

１ 計画の趣旨・目的 

本計画は、平成２８年度（2016年度）から令和７年度（2025年度）までの

１０年間を計画期間と定め、平成２８年度（2016年度）からの５か年を前

期、令和３年度（2021年度）からの５か年を後期とし、それぞれの期間で具

体的な取組を進めてきました。 

令和７年度（2025年度）をもって終了する現計画での取組を踏まえ、現計

画に掲げた基本理念を継承しつつ、厳しい財政状況や多様化するニーズ等の

中で、更なる図書館サービスの充実を目的として、計画的かつ効率的な取組

を図るため、新たに計画を策定するものです。 

２ 計画の期間 

  令和８年度（2026年度）から令和１２年度（2030年度）までの５年間 

３ 計画の構成 

第１章 計画策定に当たって 

第２章 図書館を取り巻く現況 

第３章 現状と課題 

第４章 計画の基本的な考え方 

第５章 施策の展開 

経 
 

過 

１ 秦野市図書館協議会における検討 

令和６年  ７月２５日  次期図書館基本計画の策定について協議 

令和７年  ５月２２日  次期図書館基本計画について協議 

〃  １０月 ２日  次期図書館基本計画の素案について協議 

２ 計画案に対する庁内意見照会 

令和７年 １０月２３日～１１月５日 

報告５ 
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今
後
の
進
め
方 

 

令和８年１月１６日 議員連絡会で報告（意見聴取：３月９日まで） 

〃  ２月 １日 パブリック・コメントの実施 

（広報はだの２月１日号掲載、意見募集：３月２日まで） 

 〃  ３月    図書館協議会へ計画(案)を諮問 

図書館協議会から計画(案)の答申 

 〃  ３月１０日 社会教育委員会議における計画(案)の承認 

  〃 ３月１７日 教育委員会会議における計画の議決 

  〃 ３月末   秦野市立図書館基本計画策定 
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秦野よむよむプラン 2026 

秦野市立図書館基本計画（案）について 

令和８年１月５日  

文化スポーツ部図書館  

１ 趣旨・目的 

  図書館サービスの充実を図ることを目的として、「秦野市立図書館基本計

画」は、平成２８年度（2016 年度）から令和７年度（2025 年度）までの１０

年間を計画期間と定め、平成２８年度（2016 年度）から５か年を前期、令和

３年度（2021 年度）から５か年を後期とし、それぞれの期間で具体的な取組

を進めてきました。 

令和７年度（2025 年度）をもって終了する現計画の取組を踏まえ、現計画

に掲げた基本理念を継承しつつ、厳しい財政状況や多様化するニーズ等の中

で、更なる図書館サービスの充実を目的として、計画的かつ効率的な取組を

図るため、新たに計画を策定するものです。 

なお、計画期間については、社会情勢の変化などから、多様化する図書館

ニーズへの対応や関係法令、計画の反映などを踏まえ、総合計画と整合を図

るため、５年間とします。 

 

２ 位置付け 

本計画は、本市全体の施策の中で、教育分野の生涯学習分野内に位置付け

られる個別計画となります。 

本計画内における図書館サービスに関する重要・重点施策は、「秦野市総

合計画(はだの 2030 プラン)」や「秦野市教育振興基本計画」、「秦野市生涯

学習推進計画」に位置付けるとともに、他の関連する計画との連携・整合を

図ります。 

また、本計画は子どもの読書活動の推進に関する法律第９条第２項の規定

に基づく、秦野市子ども読書活動推進計画を包括した計画となっています。 

 

 

 

 

 

資料１ 
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【図書館基本計画の関係図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

令和８年度（2026 年度）から令和１２年度（2030 年度）までの５年間 

 

４ 改定のポイント 

(1) 図書館基本計画・後期計画に基づく施策の推進状況の反映 

   ・施策の達成状況及びアンケート結果から整理 

(2)  法令の制定・改正、計画の反映 

ア 著作権法の改正（令和３年６月） 

イ 第六次「学校図書館図書整備等５か年計画」（令和４年１月） 

ウ 第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」（令和５年

３月） 

(3) 計画内容の時点修正等 

  ア 基本理念及び基本方針は基本的に継承 

 イ 基本施策について 

・「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読書バリアフ

リー法）」の目的を踏まえ、障害の有無に関わらず、全ての人が読書

による文字、活字文化の恩恵を受けられるよう、「障害者、高齢者等

へのサービスの充実」から「読書バリアフリーの推進」へ変更 

秦野市総合計画  はだの２０３０プラン 

●図書館法 

●図書館の設置及び運営上望ましい基準 

●子どもの読書活動の推進に関する法律 

●視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 

≪運営体制分野≫ 

行政サービス改革基本方針 
 

≪施設維持管理分野≫ 

公共施設再配置計画 

公共施設保全計画 

教育振興基本計画 

生涯学習推進計画 

図書館基本計画 

（令和８年度から令和１２年度） 

整合性 
遵守 

参酌 
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・利用満足度が高いサービスが提供できるよう、更に効率的かつ効果的

な運営にするため、「運営体制の確立」から「適切で効果的な運営体

制の確立」へ変更 

  ウ その他項目及び文言の整理 
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主な改定内容

【追加】年代別資料として、こどもだけではなく、育児世代な
ど、大人も含めた年代別資料の選定と周知

【追加】本市が掲げる「ふるさと秦野」、「OMOTAN（オモタン）」
などを感じられるような秦野の地域特性に関連した資料の収
集など

【修正、追加】・令和４年度に導入した「電子図書館」の普及啓
発及び活用
・電子図書館と学校との連携

【追加】公民館図書室との連携により、公民館行事に対する支
援

【追加】多世代交流施設を見据えた、新規サービスポイントの
検討

【名称変更】障害の有無に関わらず、全ての人が文字、活字
文化の恩恵を受けれるように変更

【追加】日本語を母国語としていないこども・保護者向けの図
書資料の充実を図る

Ⅰ
図
書
館
サ
ー

ビ
ス
分
野

Ⅰ
図
書
館
サ
ー

ビ
ス
分
野

秦野市立図書館基本計画・後期計画新旧対照表（第５章　施策の展開）

　 ③　東海大学との連携

　 ④　その他の機関等との連携

【基本施策5】読書バリアフリーの推進

　 ①身体障害者(高齢者含)へのサービス

　 ②視覚障害者(高齢者含)へのサービス

　 ③聴覚障害者(高齢者含)へのサービス

　 ④その他に補助等を要する者へのサービス

　　　ア　オンラインデータベースの活用

　　　イ　インターネット利用環境の充実

　　　ウ　デジタルサービスの研究

　 ③　図書館サービス網の充実

　　　ア　図書館と公民館図書室等の連携強化

　　　イ　駅連絡所等のサービスポイントを検討

【基本施策4】他図書館、類縁機関等との連携

　 ①　他自治体図書館との連携

　 ②　国立国会図書館との連携

　 ④　短歌等関連資料の充実

　 ⑤　企画展示の充実

　 ②　ICT技術の効果的運用

　 ⑥　適切な資料の配置及び管理

【基本施策2】レファレンス・サービスの充実

　 ①　相談体制の整備

　 ②　人材育成・確保

　 ③　レファレンスデータベースの充実

【基本施策3】公民館図書室等を含めた図書館サービスの充実

　 ①　開館時間の充実

　 ⑥　適切な資料の配置及び管理

【基本施策2】レファレンスサービスの充実

　 ①　相談体制の整備

　 ②　人材育成・確保

　 ③　レファレンスデータベースの充実

【基本施策3】公民館図書室等を含めた図書館サービスの充実

　 ①　開館時間の充実

【新計画】

　 ②　ICT技術の効果的運用

【現計画】

後期計画【令和３年度～７年度】

【基本方針1】市民の生涯学習への支援

【基本施策1】資料の充実

　 ①　新刊、話題、時事等に基づく資料選定

　 ②　利用者ニーズに基づく資料選定

　 ③　山・盆地・湧水関連資料の充実

　 ④　短歌等関連資料の充実

　 ⑤　企画展示の充実

次期計画案【令和８年度～１２年度】

【基本方針1】市民の生涯学習への支援

【基本施策1】資料の充実

　 ①　新刊、話題、時事等に基づく資料選定

　 ②　利用者ニーズに基づく資料選定

　 ③　山・盆地・湧水関連資料の充実

　　　ア　オンラインデータベースの活用

　　　イ　インターネット利用環境の充実

　　　ウ　デジタルサービスの研究

　 ③　図書館サービス網の充実

　　　ア　図書館と公民館図書室等の連携強化

　　　イ　駅連絡所等のサービスポイントを検討

【基本施策4】他図書館、類縁機関等との連携

　 ①　他自治体図書館との連携

　 ②　国立国会図書館との連携

　 ③　東海大学との連携

　 ④　その他の機関等との連携

【基本施策5】高齢者、障害者等へのサービスの充実

　 ①身体障害者(高齢者含)へのサービス

　 ②視覚障害者(高齢者含)へのサービス

　 ③聴覚障害者(高齢者含)へのサービス

　 ④その他に補助等を要する者へのサービス

〇第５章　施策の展開について、図書館協議会及び関係各課への照会を踏まえ、作成しています。

資料２
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主な改定内容後期計画【令和３年度～７年度】 次期計画案【令和８年度～１２年度】

【名称の変更】
【追加】成長過程にあわせた本の紹介や読書習慣を形成させ
るための切れ目のない事業の展開

【追加】・教育委員会、学校との連携強化
・学校司書、学校図書館と図書館、公民館図書室との連携を
強化

【新規】図書館の独自性を保ちながら、本市のPRにつなげて
いく

【追加】市内の社会教育施設との連携を図り、相互のPRになる
よう、努める

Ⅰ
図
書
館
サ
ー

ビ
ス
分
野

　 ②　視聴覚資料の利活用の推進

　 ③　地域ボランティア等との協働と人材育成の支援育成

【基本施策7】情報の発信強化

　 ①　インターネットの利用

　 ②　外部メディア等の活用

　 ③　内部情報誌等の活用

　 ③　庁内組織との連携

【基本施策3】情報の発信強化

　 ①　インターネットの利用

　 ②　外部メディア等の活用

　 ③　内部情報誌等の活用

　 ④　イベント等の実施

【基本方針3】郷土文化の推進

【基本施策1】資料の充実

　 ①　収集資料の分類整理

　 ②　展示方法・スペースの工夫

　 ④　関係課等との連携

【基本施策2】レファレンスサービスの充実

　 ①　人材育成・確保

　 ②　郷土資料のレファレンスデータベースの充実

【基本方針2】こども読書活動の推進

【基本施策1】読書推進・学習活動支援

　 ①  読書活動等推進への支援

　 ②　キャリア教育への支援

【基本施策2】教育機関等との連携

　 ①　学校教育機関との連携

　 ②　その他の機関との連携

　 ④　職業体験、見学会等の実施

　 ⑤　図書館キャラクター等の活用

　 ③　資料保存スペースの確保

【基本施策6】地域の読書・学習活動支援

　 ①　地域の学習事業の実施

【基本施策6】地域の読書・学習活動支援

　 ①　地域の学習事業の実施

　 ②　視聴覚資料の利活用の推進

　 ③　地域ボランティア等との協働と人材育成の支援育成

【基本施策7】情報の発信強化

　 ①　インターネットの利用

　 ②　外部メディア等の活用

　 ③　内部情報誌等の活用

　 ④　職業体験、見学会等の実施

　 ⑤　図書館キャラクター等の活用

【基本施策2】レファレンスサービスの充実

　 ④　関係課等との連携

　 ①　人材育成・確保

　 ②　郷土資料のレファレンスデータベースの充実

【基本方針2】子ども読書活動の推進

【基本施策1】読書推進・学習活動支援

　 ①  読書等推進への支援

　 ②　キャリア教育への支援

【基本施策2】教育機関等との連携

　 ①　学校教育機関との連携

　 ②　その他の機関との連携

Ⅰ
図
書
館
サ
ー

ビ
ス
分
野

【基本施策3】情報の発信強化

　 ①　インターネットの利用

　 ②　外部メディア等の活用

　 ③　内部情報誌等の活用

　 ④　イベント等の実施

【基本方針3】郷土文化の推進

【基本施策1】資料の充実

　 ①　収集資料の分類整理

　 ②　展示方法・スペースの工夫

　 ③　資料保存スペースの確保

㉒

㉚

㊴

㉚

㉚

㊴

㉚

㉒

㊴

㉚

㉚
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主な改定内容後期計画【令和３年度～７年度】 次期計画案【令和８年度～１２年度】

【名称の変更】利用満足度が高いサービスを提供できるよう、
更に効率的かつ効果的な運営を図るため変更

【追加】館内レイアウトや適切な案内表示等の推進

Ⅱ
図
書
館
の

　
運
営
体
制
分
野

Ⅲ
施
設
設
備
の
更
新
・

　
　
維
持
管
理
分
野

Ⅱ
図
書
館
の

　
運
営
体
制
分
野

Ⅲ
施
設
設
備
の
更
新
・

　
　
維
持
管
理
分
野

　 ③　外部団体等との連携・協力

【基本方針5】図書館施設の長寿命化と滞在空間の整備

【基本施策1】施設等の維持保全

　 ①　計画的な改修工事等の実施

　 ②　施設・設備等の適正管理

【基本施策2】読書空間の整備充実

　 ①　読書環境の整備・充実

　 ②　防災・防犯等対策の充実・検討

【基本施策1】適切で効果的な運営体制の確立

　 ①　運営体制等の検証・検討

　 ②　人材の育成・確保

【基本方針4】効率的で質の高いサービス提供体制の確立

　 ②　施設・設備等の適正管理

【基本施策2】読書空間の整備充実

　 ①　読書環境の整備・充実

　 ②　防災・防犯等対策の充実・検討

　 ③　外部団体等との連携・協力

【基本方針5】図書館施設の長寿命化と滞在空間の整備

【基本施策1】施設等の維持保全

　 ①　計画的な改修工事等の実施

【基本方針4】効率的で質の高いサービス提供体制の確立

【基本施策1】運営体制の確立

　 ①　運営体制等の検証・検討

　 ②　人材の育成・確保
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秦野よむよむプラン 2026 

～みんなで育てる身近な図書館～ 

秦野市立図書館基本計画 

案 

【令和８年度（２０２６年度）～令和１２年度（２０３０年度）】 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

秦野市・秦野市教育委員会 

資料３ 
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はじめに  

 

心豊かに幸せで健やかな生涯を送りたいという思

いは、だれもが持つ共通の願いです。 

人生１００年時代を迎え、社会の仕組みだけで 

なく個人が心や体の健康を保ちながら、自分なり 

の充実した人生を送るために、人生を組み立てて 

いける力を身に付けることが必要な時代になって 

きました。 

 図書館は、市民の生涯にわたる情報拠点施設として、蔵書資料の整備を

図るとともに、良質な図書館サービスの提供に努め、読書を通して人生を

豊かにする読書文化の醸成と子ども読書活動を推進する役割を果たす必要

があり、さらには、図書館利用者の多様化するニーズに応えて地域が抱え

るさまざまな課題解決の支援や地域の実情に応じた情報提供を行う施設と

なっています。 

しかし近年、社会環境も「高齢化」や「少子化」だけでなく、「情報化の

進展」や「大規模災害」、「新型感染症」など、生活スタイルや常識を大き

く変えてしまう状況に直面しています。 

図書館は、それらを乗り越えるための知識や教養を高めるとともに、疲

れた心を癒す読書を支えるため図書館サービスの充実を計画的に進めるこ

とが重要であると考え、「秦野市立図書館基本計画・後期計画」を策定いた

しました。 

 本市の新しい都市像である「水とみどりに育まれ誰もが輝く暮らしよい

都市（まち）」の実現に向け、人と人がつながり、新たな交流が生まれる場

所として、多くの市民の皆さまに愛され、利用される図書館づくりを目指

してまいります。 

 結びに、本計画の策定にあたり貴重なご意見やご提案をお寄せいただき

ました市民の皆さまをはじめ、熱心にご協議いただきました秦野市図書館

協議会の委員並びに関係各位に心から感謝申し上げます。 

 

 

令和８年（２０２６年）３月 

調整中 
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用語の定義 

本計画において使用している「資料」については、特定のものを指す場合

を除き、図書のほか、新聞、雑誌、視聴覚資料その他必要な資料を指すもの

とします。
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１ 計画策定の趣旨 

   図書館は、図書館法などの関係法令により、「一般公衆の利用に供し、そ

の教養、調査研究、レクリエーション等に資する」ことを目的とする施設

で、刻一刻と変化していく社会情勢の中で、個人が自主的に“知り”、“学

び”、そして“楽しむ”ことのできる、地域の身近な情報拠点としての役割

を果たすことが求められています。 

こうした中、図書館では、現在の場所に移転してから 30年を迎えた平成 28

年（2016 年）に、変化していく社会情勢の中でも継続的に図書館サービスの

充実を図ることを目的とし、独自の計画となる「秦野よむよむプラン 2016

（秦野市立図書館基本計画）」（以下「基本計画」という。）を策定しまし

た。 

この基本計画は、平成 28 年度（2016 年度）から令和 7 年度（2025 年度）

までの 10年間を計画期間と定め、平成 28 年度（2016年度）からの 5か年を

前期、令和 3 年度（2021 年度）からの 5 か年を後期とし、それぞれの期間で

具体的な取組を示すものとなっています。 

このたび令和 7 年度（2025 年度）をもって終了する基本計画・後期計画

（以下「前計画」という。）での取組を踏まえ、前計画に掲げた基本理念を継

承しつつ、厳しい財政状況や多様化するニーズ等の中で、更なる図書館サー

ビスの充実を目的とし、計画的かつ効率的な取組を図るため、新たに秦野市

立図書館基本計画（以下「本計画」という。）を策定しました。 

本計画は、今後の秦野市立図書館の在り方や具体的サービスの礎となる重

要な計画になります。 

２ 計画の位置付け 

   本計画は、本市全体の施策の中で、教育分野の生涯学習分野内に位置付け

られる個別計画となります。 

   本計画内における図書館サービスに関する重要・重点施策は、「秦野市総

合計画」、「秦野市教育振興基本計画」、「秦野市生涯学習推進計画」へ位

置付けます。 

第１章 計画の策定に当たって
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また、図書館運営に関する体制整備については「はだの行政サービス改革

基本方針」、施設設備の更新・維持管理については「秦野市公共施設再配置

計画」及び「秦野市公共施設保全計画」の考え方や方針などを踏まえ、施策

等を検討していきます。 

なお、本計画は、子どもの読書活動の推進に関する法律第 9条第 2項の規

定に基づく、秦野市子ども読書活動推進計画を包括した計画となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

   本計画の計画期間は、前計画（令和 3年度（2021年度）から令和 7年度

（2025年度））後の 5年間（令和 8年度（2026年度）から令和 12年度（2030

年度）まで）とします。 

 

計 画 名 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

総 合 計 画         

教育振興基本計画         

生涯学習推進計画         

行革推進プラン         

公共施設再配置計画         

公共施設保全計画         

図書館基本計画         

秦野市総合計画後期基本計画 

 

公共施設再配置計画 公共施設保全計画 

第２期はだの行政サービス改革基本方針 

新教育振興基本計画 

生涯学習推進計画(第 5次) 

図書館基本計画 

 
 

後期計画 新図書館基本計画 

前期基本計画 後期基本計画 

新教育振興基本計画 

中期１期計画 

第 2期基本計画 後期実行プラン 
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１ 社会的背景 

 (1) 人口動態の変動 

わが国の人口動態は、少子高齢化が進行しており、総人口の減少と高齢

化率の上昇（超高齢社会※）が顕著となってきています。さらには、人生

100年時代の到来が予測される中で、性別・年齢・言語などに関わらず、

生きがいを持ち、共に支え合いながら安心して生活できる、持続可能な社

会づくりが求められるようになっています。 

  (2) グローバル化と持続可能な開発目標（SDGs） 

人口減少・超高齢化が進行する一方で、国における観光振興等により日

本へ来る外国人が増加するとともに、外国人受入れに対する意識が浸透し

たことで、互いに尊重し、安全・安心に暮らせる共生社会の実現に向けた

総合的対応策が決定されるなど、多文化への理解や共生の取組が求められ

ています。 

また、環境や経済など、多分野に関わる課題が地球規模で影響を及ぼす

状況になってきていることを受けて、平成 27年（2015年）の国連サミッ

トでは、平成 28年（2016年）から令和 12年（2030年）までの国際目標と

し、貧困、飢餓、教育、雇用、環境など、17のゴール、169のターゲット

より構成される、「持続可能な開発目標（SDGs）」（以下「SDGs」とい

う。）が採択され、地球上の「誰一人取り残さない（leave no one 

behind）」ことを誓う内容となっています。特に教育については、「全て

の人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進す

る」ことが求められています。 

  (3) 情報化の進展 

インターネットの普及に加え、スマートフォンやタブレット、それらを活

用した SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の利用が進み、個

人が手軽に膨大な情報を短時間で入手できるようになりました。 

しかし、その膨大な社会情報が共有されず、様々な分野での横断的な 

   連携が不十分であるという問題がありました。 

超高齢社会…65 歳以上の高齢者が占める人口割合が 21％を超えた社会で、日本では 2007 年に基準を超え超

高齢社会に突入した。 
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そこで、国からは、IoT※で全ての人とモノをつなげ、様々な知識や情報を

共有し、今までにない新たな価値を生み出すとともに、人工知能（AI）によ

り、必要な情報を必要な時に提供し、ロボットや自動走行車などの技術で、

少子高齢化、地方の過疎化などの課題を克服することを目的とした

Society5.0※の実現を目指すことが公表されています。 

 

 ２ 法律等の動向 

  (1) 「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」 （平成 24年告示第 172号） 

平成 13 年（2001年）に告示された同基準を全面的に改正したもので図

書館は、読書活動の振興を担う機関として、また、地域の情報拠点として、

利用者及び住民の要望や社会の要請に応え、地域の実情に即した運営に努め

るものとされました。 

また、図書館資料に電磁的記録を含むこと、郷土資料等の電子化等に関

する事項のほか、図書館の運営環境の変化に対応するための規定の整備が

追加されました。 

  (2) 「子どもの読書活動の推進に関する法律」 （平成 13年法律第 154号） 

子どもの読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高

め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく

上で欠くことのできないものであることをかんがみ、すべての子どもがあ

らゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができる

よう、積極的にそのための環境の整備が推進されることを理念として法制

化されました。この法律では地方公共団体の責務や保護者の役 

割、読書活動推進のための計画策定などについて明記されました。 

  (3) 「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」 

（読書バリアフリー法）（令和元年法律第 49号） 

視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し、「もって

障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化

の恵沢を享受することができる社会の実現」を目的とし、国及び地方公共

団体の責務等が定められています。この法律は、公立図書館並びに学校図

書館（室）において、必要な施策を講ずるものとしています。 

 

IoT…「Internet of Things」の略でモノのインターネットと訳され、モノがインターネット経由で通信することを意

味する。 

Society5.0…狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）

に続く新たな社会として、仮想空間と現実空間を高度に融合したシステムによる超スマート社会のこと。 
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３ 図書館ニーズの変化 

社会情勢の変化などから、公共図書館が利用者等に求められてきた知の拠

点としての情報提供というニーズの一部は、徐々にパソコンやスマートフォ

ン、電子辞書などへと移り、また、図書館サービスの認知度が低下してきた

ことから、図書館本来の存在意義が利用者等の中から薄れ、ニーズにも変化

が起きている状況です。 

これからの図書館には、目まぐるしく変化する社会情勢の中でも、特に、

情報化や超高齢化、グローバル化、こどもの読書離れへの対応が喫緊の課題

であるとともに、地域に根差した公立図書館として、郷土文化に関する資料

を収集し、適切に保存・活用しながら後世へと引き継ぐなど、自らの存在意

義や役割を的確に捉え、その在り方を示す取組が求められています。 
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１ 前計画における取組 

令和 3年度（2021年度）から令和 7年度（2025年度）までの前計画期間で

は、次の項目を課題として捉え、取組んできました。 

  (1) 市民の生涯学習への支援 

これまで取り組んできた各地区における公民館図書室の充実やインター

ネット等による資料の検索や予約、公民館等への配送システムの充実を図

るとともに、少子高齢化や超高齢化の進行、グローバル化等による、新た

な利用者層に対応した支援に取り組んできました。さらに、新型感染症の

流行によって変化した生活様式に対応するため、ICTの有効活用を含め、

従来の来館者サービスのみならず、非来館型サービスへの取組を進めてき

ました。 

  (2) こども読書活動の推進 

少子化が進む中、次世代を担うこどもたちが健全かつたくましく成長す

るため、読書は欠かすことのできないものであることから、発達段階に応

じた「すぐれた本との出会い」の機会を準備することや読書に親しむこと

ができる環境づくりに努めるなど、これまでの取組に加え、日々、こども

たちが生活する教育機関等（小中学校・幼稚園・認定こども園・保育園

等）との連携の在り方を検討してきました。 

  (3) 郷土文化の普及・継承 

郷土資料を次世代へ引き継ぐため、既存の事業を継続するとともに、貴

重な資料の活用について検討してきました。 

  (4) 図書館の運営体制の確立 

図書館の安定的な運営を図るため、窓口等業務の外部委託化の中で、適

切かつ合理的な役割分担を図りました。 

  (5) 施設設備の更新・維持管理 

現在の図書館は、建築後 40年を超えていることから、施設設備の適切な

管理のため、適正な監視保全に努め、計画的な改修を図りました。 
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 ２ 前計画において目標値を設定した取組の実績 

  (1) 入館者 

    図書館環境の整備を通じて、くつろげる雰囲気を大切にし、本と出会う

機会の場所づくりに努めました。 

                          （単位：人） 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

目標値 262,600 210,000 210,500 220,000 220,500 

実績値 138,900 203,799 203,355 206,440 201,446 

達成率 52.89% 97.05% 96.61% 93.84% 91.36% 

※R2年度実績は前計画策定以前の参考掲載 

※R2.3月から 6月は新型感染症拡大のため休館 

  (2) 図書等の予約件数 

インターネットから予約を行い、身近な施設で資料を受け取ることのでき

る体制が普及することで予約件数の増加につながると考え、インターネット

利用環境の充実と公民館図書室等とのネットワーク強化に取組ました。 

                        （単位：件） 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

目標値 114,400 114,600 114,800 115,000 115,200 

実績値 109,662 121,115 117,392 114,777 113,358 

達成率 95.86% 105.68% 102.26% 99.81% 98.40% 

※R2年度実績は前計画策定以前の参考掲載 
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３ 秦野市立図書館の歩み（主な取組実績） 

年 月 取 組 内 容 

大正 11(1922).11 
秦野図書館開館(曽屋小学校内・蔵書 350冊) 

※現在の秦野市立本町小学校 

昭和 25(1950).11 
アメリカ秦野図書館(米軍から払い下げられたカマボコ兵舎型建物)開館(蔵書 867冊) 

※秦野市本町 1-9-3 秦野市農協本町支所付近 

昭和 30(1955).1 秦野市立図書館条例施行 

    〃   .4 
中央公民館の 2階に移転(蔵書 2,077冊) 

※秦野市寿町 1-14付近 

昭和 40(1965).4 
旧南秦野町役場に移転 

※秦野市今泉 564-3 秦野市農協南支所付近 

昭和 43(1968).7 自動車文庫(移動図書館)巡回開始 

 昭和 45(1970).12 
旧市庁舎に移転(蔵書 13,356冊) 

※秦野市寿町 3-3 はだのこども館南側付近 

 昭和 60(1985).11 現図書館竣工(蔵書 208,000冊) 

 昭和 61(1986).12 行財政改善推進委員会で電算システム導入決定 

 昭和 62(1987).11 図書館(電算)システム導入 

平成 2(1990).4 神奈川県図書館情報ネットワーク(KL-NET加入) 

平成 4(1992).11 近隣市町との広域利用開始 

平成 5(1993).1 休館日を変更(火曜日から月曜日) 

    〃  .10 東海大学付属中央図書館との相互検索開始 

平成 10(1998).4 公民館図書室との物流システム導入 

平成 12(2000).3 図書館資料リサイクルの開始 

    〃  .10 利用者用検索端末の公民館設置開始 

平成 14(2002).1 図書館ホームページ公開 

平成 15(2003).7 利用者用検索端末からの予約受付開始 

平成 16(2004).4 開館時間の変更（午前 9時 30分から 9時へ） 

    〃   .6 予約・督促メ－ル通知開始 

 平成 18(2006).11 窓口業務委託の試行実施 

平成 19(2007).6 窓口業務委託の本格実施 

    〃  .12 携帯電話による OPAC※公開及び予約受付開始 

    〃   〃 返却ポストシステム開始(市役所前コンビニ) 

平成 20(2008).4 ｢秦野市子ども読書活動推進計画｣策定 

     〃  .12 ブックスタート事業開始 

平成 21(2009).2 資料返却サービス開始(東海大学前駅連絡所) 
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年 月 取 組 内 容 

    〃    .4 開館日の変更（原則振替休館なし） 

 平成 23(2011).12 予約資料受取サービス開始(東海大学前駅連絡所) 

平成 26(2014).7 国立国会図書館「デジタル化資料送信サービス」開始 

平成 28(2016).3 秦野よむよむプラン 2016(図書館基本計画)策定 

   〃   .6 閉館時間変更(土・日曜日を午後 5時から午後 7時へ） 

 平成 29(2017).10 視聴覚室の有料による市民開放開始 

   〃  .11 はだの浮世絵ギャラリー開室 

平成 30(2018).4 返却・予約資料受取サービス開始(鶴巻温泉駅連絡所) 

   〃   .8 返却・予約資料受取サービス開始(渋沢・秦野駅連絡所) 

平成 31(2019).3 移動図書館「たんざわ号」運行終了 

令和 3(2021).3 秦野よむよむプラン 2021(図書館基本計画・後期計画)策定 

令和 4(2022).10 「秦野市電子図書館」運用サービス開始 
    

※ 講演会・映画会等のイベントを除く、図書館サービスの開始や変更を抜粋して記載し

ています。 
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４ 前計画期間中の実績 

   令和 3年度（2021年度）から令和 6年度(2024年度)までの実績 

年度 

項目 

令和 3 令和 4 令和 5 令和 6 

実績 実績 前年比 実績 前年比 実績 前年比 

開館日数(日) 292 292 0 293 1 284 ▲9 

入館者数(人) 203,799 203,355 ▲444 206,440 3,085 201,446 ▲4,994 

貸
出
冊
数(

点)

※
本
館 

児童書 109,488 112,703 3,215 110,287 ▲2,416 109,382 ▲905 

一般書 174,162 165,137 ▲9,025 160,798 ▲4,339 154,091 ▲6,707 

紙芝居 2,379 2,753 374 2,323 ▲430 1,793 ▲530 

雑誌 28,176 28,357 181 28,115 ▲242 24,974 ▲3,141 

CD 7,665 6,355 ▲1,310 5,531 ▲824 4,283 ▲1,248 

合計 321,870 315,305 ▲6,565 307,054 ▲8,251 294,523 ▲12,531 

団体貸出冊数(冊) 12,033 11,078 ▲955 10,266 ▲812 10,552 286 

公民館貸出冊数(冊) 199,927 185,892 ▲14,035 174,692 ▲11,200 173,322 ▲1,370 

駅連絡所貸出冊数(冊) 14,833 15,509 676 15,815 306 16,046 231 

広畑ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ貸出冊数(冊) 1,785 2,106 321 2,641 535 2,757 116 

貸出冊数合計 550,448 529,890 ▲20,558 510,468 ▲19,422 497,200 ▲13,268 

予約件数(件) 121,115 117,392 ▲3,723 114,777 ▲2,615 113,358 ▲1,467 

登
録
者(

人) 

児童 494 476 ▲18 441 ▲35 491 50 

学生 111 92 ▲19 59 ▲33 80 21 

一般 1,338 1,390 52 1,312 ▲78 1,193 ▲119 

合計 1,943 1,958 15 1,812 ▲146 1,764 ▲48 

受
入
蔵
書
等
数(

点) 

一般書 5,773 6,132 359 5,676 ▲456 5,836 160 

絵本 1,344 1,481 137 1,401 ▲80 1,355 ▲46 

紙芝居 68 51 ▲17 40 ▲11 55 15 

大活字 2 0 ▲2 9 9 2 ▲7 

点字 20 1 ▲19 6 5 12 6 

郷土資料 308 278 ▲30 214 ▲64 221 7 

洋書 9 55 46 11 ▲44 19 8 

雑誌 2,521 2,438 ▲83 2,245 ▲193 2,115 ▲130 

CD 49 53 4 32 ▲21 29 ▲3 

合計 10,094 10,489 395 9,634 ▲855 9,644 10 

映画会 
回数 20 30 10 30 0 24 ▲6 

人数 379 568 189 929 361 868 ▲61 

短歌大会 
回数 1 2 ▲1 2 0 2 0 

人数 20 44 24 200 156 136 ▲64 

講演・講座 
回数 15 20 5 27 7 17 ▲10 

人数 395 554 159 716 162 526 ▲190 

体験学習 
回数 21 29 8 29 0 25 ▲4 

人数 546 470 ▲76 323 ▲147 330 7 

おはなし会 
回数 27 63 36 65 2 68 3 

人数 151 456 305 521 65 672 151 

ﾌﾞｯｸｽﾀｰﾄ 
回数 24 24 0 24 0 24 0 

人数 815 763 ▲52 671 ▲92 669 ▲2 

OPAC…利用者に供されるオンライン蔵書目録（蔵書データ）。 
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５ 課題 

図書館の役割や図書館を取り巻く様々な社会情勢の変化、これまでの取組

や実績から、次の項目を本計画期間の課題と捉え、重点的に取組みます。 

  (1) 市民の生涯学習への支援 

資料の充実に加え、それらを活用するためのレファレンスサービスの強

化、さらには公民館図書室等を含めたサービスの充実により、少子高齢化

や超高齢化の進行、グローバル化等による、新たな利用者層に対応した支

援を検討します。 

新型感染症の流行によって変化した生活様式を考慮しながら、ICT※を活用

したデジタル化社会に対応した読書環境の整備について、重点課題として研

究・検討します。 

  (2) こども読書活動の推進 

少子化が進む中で、次世代を担うこどもたちが健全かつたくましく成長

するため、読書は欠かすことのできないものであることから、発達段階に

応じた「すぐれた本との出会い」の機会を準備することや読書に親しむこ

とができる環境づくりに努めるなど、これまでの取組に加え、日々、こど

もたちが生活する教育機関等（小中学校・幼稚園・認定こども園・保育園

等）との連携の在り方を検討します。 

 (3) 郷土文化の普及・継承 

地域に根差した図書館として、また、郷土資料を次世代へ引き継ぐ役割

を念頭に、文化教育の一環となっている既存の事業を継続しながら、本市

の歴史に関わる貴重な資料の活用策を検討します。 

  (4) 図書館業務の運営体制の確立 

 図書館業務の適切で効果的な運営体制の確立を目指し、専門的な知識と

経験を持った職員の育成や確保に取り組むとともに、民間委託における役

割分担等、引き続き、利用者にとって望ましい管理運営の在り方につい

て、重点課題として検討・実施します。 

  (5) 施設設備の更新・維持管理 

 現在の図書館は、建築後 40年を経過していることから、建物と同様に建

物内の設備等も経年による劣化が進んでいます。このことから、計画的に

改修等を実施していく必要がある一方で、時代の変化に対応した施設・設

ICT…「Information and Communication Technology（情報通信技術）」の略で、通信技術を活用したコミュニケー

ションを意味する。 
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備への更新と対処が必要な箇所を早急に把握するための日常点検も重要に

なります。 

 また、新型感染症の流行によって変化した生活様式に対応した利用環境

の整備や、ICTを活用した新たなサービスを提供する際に必要な施設・設

備の導入についても検討します。 
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 １ 基本理念 

   図書館は、全ての市民の知る自由※を保障し、性別・年齢・言語などを問

わず誰もが生き生きと学ぶことができるような、生涯学習活動を支える地域

の情報拠点となり、人生をより深く豊かなものとするため「だれでも・いつ

でも・どこでも・どんな資料でも」を念頭に置いた読書活動推進の拠点と

し、また、人と人が出会える交流の拠点となり、こどもたちの成長を支え、

地域を支え、文化や知識を次世代へつなげていく活動の拠点でありたいと願

っています。 

時代の変化に柔軟に対応しながら、市民ニーズに応えられる図書館であり

続けるため、前計画で掲げた「秦野市立図書館のめざすもの(基本理念)」と

SDGsの目標を基に、引き続き図書館サービスの向上に努めます。 

なお、図書館では様々な資料を収集・提供していることから、SDGs の全て

の目標達成に繋がる個人の学習を支えています。 

 

秦野市立図書館のめざすもの（基本理念） 

  

 １．生涯学習の拠点として、みなさんのさまざまな活動を支援します。 

 

 ２．こどもたちの成長に寄り添い、生きる力を育むサービスの充実に努めま

す。 

 

 ３．市民の知的好奇心を刺激し、新しい発見や感動を提供します。 

 

 ４．市民の暮らしに役立ち、より豊かなものになるような情報を届けます。 

 

 ５．郷土の歴史や文化を大切にし、未来に引き継いでいきます。 

 

 ６．誰でもくつろげ、気軽につどえる場となる雰囲気づくりをします。 

 

 ７．市民のみなさんと共につくる図書館をめざします。 

 

知る自由…日本国憲法により保障される国民ひとりひとりの表現の自由に対し、表現の受け手に対して表裏一体に保障

されると解される自由。 
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 ２ 基本方針 

   基本理念を実現するため、前計画で示した基本方針を踏まえ、図書館にお

いて取り組むべき業務分類について、Ⅰ図書館サービス分野、Ⅱ図書館の運

営体制分野、Ⅲ施設設備の更新・維持管理分野の３分野に大別し、さらに、

Ⅰの図書館サービス分野を①市民の生涯学習への支援、②こども読書活動の

推進、③郷土文化の普及・継承の３部門に分け、全体で５項目の基本方針を

掲げ、体系的に取組みます。 

Ⅰ 図書館サービス分野 

基本方針１ 市民の生涯学習への支援 

図書館サービスの根幹とし、基本理念の実現を念頭に、図書館法に基づ

き、平成 24 年（2012 年）に示された「図書館の設置及び運営上の望まし

い基準」や平成 18年（2006年）3月に文部科学省生涯学習政策局に設けら

れた「これからの図書館の在り方検討協力者会議」から提言された「これ

からの図書館像 ～地域を支える情報拠点をめざして～（報告）」におい

て挙げられているサービス内容等を基に、新型感染症の流行によって変化

した生活様式などを考慮した、具体的な項目を掲げ、取組みます。 

≪図書館の設置及び運営上の望ましい基準≫ 

 ・ 貸出サービス等 

 ・ 情報サービス 

 ・ 地域の課題に対応したサービス 

 ・ 利用者に対応したサービス 

 ・ 多様な学習機会の提供 

 ・ ボランティア活動等の促進 

≪これからの図書館像 ～地域を支える情報拠点をめざして～≫ 

 ・ 図書館活動の意義の理解促進 

 ・ レファレンス※業務の充実と利用促進 

 ・ 課題解決支援機能の充実 

  ・ 紙媒体と電子媒体の組合せによるハイブリッド図書館※の整備 

  ・ 多様な資料の提供 

  ・ 児童・青少年サービスの充実 

 ・ 他の図書館や関係機関との連携・協力  

レファレンス…利用者の相談に応じて図書館資料等を提供し、調査・研究等を支援するサービスのこと。 

ハイブリッド図書館…従来の物理的な資料を取り扱う図書館と電子図書館の機能の双方を有する図書館。 
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 ・ 学校との連携・協力 

 ・ 著作権制度の理解と配慮 

取
組
の
概
要 

ア 利用者の多様なニーズを捉え、求められる資料の充実を図ると

ともに、資料の適正な管理に努めます。 

イ 資料等に関する正確かつ利便性の高いデータベースを構築し、

利用者が問合せしやすく、また、適切な回答が提供できるレファ

レンスサービス※体制を整備し、利便性の向上を図ります。 

ウ 新型感染症の流行によって変化した生活様式に対応するため、

従来からの来館型サービスに加え、より身近な場所で資料を受け

取ることができるよう、駅連絡所や公民館等のサービスポイント

※との連携を強化するとともに、ICT 技術の有効活用による非来

館型サービスの充実に努めます。 

エ 非来館型サービスの一つである電子図書館の充実を図ります。 

オ 幅広いニーズに応えられるよう、他の自治体や大学の図書館、

国立国会図書館等と連携したサービスの充実に努めます 

カ 令和元年施行の「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関す

る法律」（以下「読書バリアフリー法」という。）の趣旨に基づ

き、障害の有無にかかわらず全ての利用者が公平に読書を通じて

文字・活字文化の恵沢を受けられる体制整備に努めます。 

キ 年齢や性別・言語等に関わらず、誰もが生涯学習の支援を受け

られるような企画の立案・実施に努めるとともに、年代別の学習

活動支援体制の強化を図るため、地域ボランティアとの協力体制

の構築や育成に努めます。 

ク 全ての利用者に対し、図書館における取組や収集した資料情報

などを広く周知し、生涯学習活動の活性化につながる取組を検

討・実施します。 

ケ 市の情報発信拠点の一つであるとの認識のもと、市の施策と連

携した取組を検討・実施します。 

重
点
項
目
と
指

標
の
方
向
性 

≪重点項目≫ 

ア ICT技術の効果的運用 

イ 障害者、高齢者等及び年代別のサービスの充実 

ウ 情報の発信強化 

サービスポイント…利用者が図書館サービスを受けられる場所で、本館のほか公民館図書室・駅連絡所・広畑ふれ

あいプラザがあります。 
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≪指標の方向性≫ 

来館型サービスでは、新規登録者数・来館者数・貸出冊数・イベ

ント等参加者数・満足度調査を主な評価項目とし、非来館型サービ

スでは、取組に応じてサービスポイントの利用実績や今後の電子書

籍の利用動向等、必要な具体的評価指標を設けます。 

 

Ⅰ 図書館サービス分野 

基本方針２ こども読書活動の推進 

「子どもの読書活動の推進に関する法律」の第 2条基本理念に、「子ども

の読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造

力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠く

ことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機

会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積

極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。」とありま

す。 

この法律に基づき、国では、令和５年度（2023 年度）から令和９年度

（2027 年度）までの「第５次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計

画」を策定しています。 

本市においても、平成２０年４月に「秦野市子ども読書活動推進計画～

読書でかがやく いきいき はだのっ子～」（以下、「子ども読書活動推進

計画」という。）を策定し、こどもの読書活動の推進に取り組んできまし

た。 

子ども読書活動推進計画の考え方や内容等は、基本計画に取り込み、重

要な分野として位置付けていることから、本計画においても次のような取

組を継続します。 
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取
組
の
概
要 

ア 乳幼児期、学童期、青年期など、こどもの発達段階に応じた図

書館サービスの充実に努めます。 

イ 次世代の秦野を担う人材育成のため、進路選択・進学及び就職

に関する支援の充実に努めます。 

ウ 学校における読書活動推進のため、学校図書館や学校司書、教

諭と連携強化を図るとともに、資料や施設、イベント等の有効活

用を図ります。 

エ 地域におけるこども読書支援を充実させるため、ボランティア

団体や大学、地域企業との協力体制構築に努めます。 

オ こどもが主体となって実施する活動や協働的な活動を推進する

とともに、こどもの要望を取り入れた資料・環境の整備に努めま

す。 

重
点
項
目
と
指
標
の
方
向
性 

≪重点項目≫ 

ア 読書活動等推進への支援 

イ 学校教育機関等との連携 

≪指標の方向性≫ 

イベント等参加者数・満足度調査・児童への貸出冊数・学校等

（小中学校・幼稚園・認定こども園・保育園・児童ホーム等）への団

体貸出※実績を主な評価項目とし、来館型や非来館型などの機能別サ

ービスに応じて指標を設定するほか、学校教育機関との連携につい

ては、具体的な取組内容に応じた施策の進捗度を評価指標として設

けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体貸出…市内に事務所等を有する法人等で団体登録し、まとまった冊数を長期間借りることができるサービス 
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Ⅰ 図書館サービス分野 

基本方針３ 郷土文化の普及・継承 

本市は、神奈川県央の西部に位置し、北方には丹沢山塊、南方には渋沢丘

陵が横たわる、県内唯一の典型的な盆地を形成しており、地下には山々から

の豊かな水を蓄え、「秦野盆地湧水群」として環境省の名水百選に選ばれる

など、豊かな自然環境に恵まれています。 

その恵まれた環境を活用し、本市の発展につながったたばこ耕作が始ま

り、また、全国に先駆けた取組となった陶管水道事業や町営電気事業、軽

便鉄道事業などの商工業等の発展もあり、現在の礎となりました。 

このような、豊かな地域資源とその中で紡がれてきた産業等の歴史、さ

らには、郷土の歌人である「前田夕暮※」や「谷鼎※」に代表される文学等

の郷土の文化・歴史に関する資料を幅広く収集するとともに、適正な保存

と利活用を行うことが秦野に根差した公立図書館の重要な役割と捉え、こ

の分野では、次の項目を柱として具体的な取組や検討を行っていきます。 

取
組
の
概
要 

ア 市販資料だけでなく地域独自の資料や情報の収集に努めます。 

イ 貴重な歴史・郷土資料を後世に引き継ぐため、適切な保存場所

の確保や方法を検討します。 

ウ 文化創造の拠点とし、収集した資料を広く周知・閲覧・活用す

る方法を検討・実施します。 

エ 郷土資料に関するレファレンスデータの蓄積を行うとともに、専

門的知見を持つ人材の育成や研究者・大学等との連携により、利用

者の疑問等に応じられる体制の整備に努めます。 

重
点
項
目
と
指
標
の
方
向
性 

≪重点項目≫ 

ア 資料の充実 

イ 情報の発信強化 

≪指標の方向性≫ 

資料の点数・イベント等への参加者数・満足度調査を主な評価項

目とし、情報発信の強化においては非来館型サービスの充実を図る

等、取組内容に応じて必要な具体的評価指標を設けます。 

 

 

 前田夕暮(まえだゆうぐれ)…1883 年（明治 16 年）に神奈川県大住郡南矢名村（現、秦野市南矢名）に生まれた

歌人で、若山牧水とともに自然主義の代表歌人として注目され、北原白秋とも交友があり一時代を文学史上に画

した。 

谷鼎(たにかなえ)…1896 年（明治 29 年）に生まれ、幼少期を西秦野村千村（現在の秦野市千村）で過ごした歌

人で、万葉・古今・新古今等の和歌研究の大家として活躍した。 
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Ⅱ 図書館の運営体制分野 

基本方針４ 効率的で質の高いサービス提供体制の確立 

図書館では、平成 18年度（2006年度）から民間事業者のノウハウを最

大限利活用するため、窓口業務の外部委託化をはだの行革推進プランの重

点施策に位置付けて実施し、さらに、その委託内容を拡大してきました。 

また、これまでの期間、本市だけでなく、全国的にも外部委託化や指定

管理者制度※を用いた図書館運営の拡大が進んできました。 

図書館にとって最も重要視しなければならない、利用者へのサービスの

維持・向上に対する取組強化のため、様々な運営形態を比較しながら、本

市の財政状況や職員配置などの諸課題も踏まえて検討し、最も効率的かつ

適切な運営体制の確立を目指していきます。 

取
組
の
概
要 

ア 効率的な図書館サービス提供のため、実施している事業の検

証・検討を行い、図書館サービスに対するニーズの変化等に対応

できる、事務や業務分担を検討します。 

イ 特色ある図書館づくりや、専門的知識と経験を要する選書※やレ

ファレンスサービス実施のため、専門職（司書※）の育成と確保を

行います。 

ウ 市民と共に多角的なサービスが提供できる図書館を実現するた

め、外部団体等との連携・協力体制の構築を検討します。 

重
点
項
目
と
指
標
の
方
向
性 

≪重点項目≫ 

ア 実施事業の検証・検討 

イ 人材の育成・確保 

≪指標の方向性≫ 

実施事業の検証・検討の結果を基に、適正かつ効率的な運営が可

能な体制を確立すること及び必要人員（職種及び人数）の育成と確

保までの取組についての進捗度を評価項目とします。 

 

 

 

 

 

 

指定管理者制度…地方公共団体や外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を株式会社や営利企業、財団法

人などの法人等に包括的に代行させることができる制度として、平成 15 年 9 月の地方自治法改正にともない設け

られ、決定には議会の議決を必要とする。 

選書…図書館に所蔵しておく資料を司書などにより選定すること。 

司書…公共図書館等で図書館資料の選択、発注及び受入れから、分類、目録作成、貸出業務、レファレンスなど

を行う資格（国家資格）を有する専門的職員。 
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Ⅲ 施設設備の更新・維持管理分野 

基本方針５ 図書館施設の長寿命化と滞在空間の整備 

現在の図書館は、建築後 40年以上経過しており、老朽化による施設や設

備、備品等の不具合の増加が懸念される中、今後の社会情勢の変化に適合

させていくための施設や設備等の更新も含め、中長期的展望に立ち、利用

者が安全・安心かつ快適に利用でき、また、貴重な資料等を適切に保存管

理できる環境の維持に努めます。 

 また、本市の公共施設再配置計画に基づく、図書館の将来構想や公共施

設保全計画で示される、営繕工事等を適切な時期に適切な規模で施工しな

がら、図書館機能の更新・維持と計画的な改修等を図ります。 

取
組
の
概
要 

 

ア 将来的な財政状況や施設運営等を踏まえ、公共施設再配置計画

や公共施設保全計画と整合性を図り、計画的に改修工事等を実施

します。 

イ 施設・設備等の適正管理を目的とした法定点検の実施と法令に

より、義務付けられる設備等の維持管理を行います。 

ウ より良い読書環境を提供するため、館内レイアウトの工夫や防

災・防犯・感染症防止などへの対策、ICTへの対応等、新たな機能

の導入や更新も含め、環境整備のための考え方や内容等について

検討します。 

重
点
項
目
と
指
標
の
方
向
性 

≪重点項目≫ 

ア 計画的な改修工事等の実施 

イ 施設・設備等の適正管理 

ウ 読書環境の整備充実 

≪指標の方向性≫ 

基本計画に沿って、これからの時代を見据えた視点での整備計画

となっているか、また、整備計画に沿った施工となっているかなど

の進捗度を評価項目とします。 
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 ３ 施策の体系 

 

基本理念 

 

基本方針 

 

基本施策  

各 

個 

別 

施 

策 

1 生涯学習の拠点とし

て、みなさんのさまざま

な活動を支援します。 

 

2 こどもたちの成長に寄

り添い、生きる力を育

むサービスの充実に努

めます。 

 

3 市民の知的好奇心を刺

激し、新しい発見や感

動を提供します。 

 

4 市民の暮らしに役立

ち、より豊かなものに

なるような情報を届け

ます。 

 

5 郷土の歴史や文化を大

切にし、未来に引き継

いでいきます。 

 

6 誰でもくつろげ、気軽

につどえる場となる雰

囲気づくりをします。 

 

7 市民のみなさんと共に

つくる図書館をめざし

ます。 

Ⅰ 

図
書
館
サ
ー
ビ
ス
分
野 

1 市民の生涯学習への支援 

1 資料の充実 

2 レファレンスサービスの充実 

3 公民館図書室等を含めた図書館サ

ービスの充実 

4 他図書館、類縁機関等との連携 

5 読書バリアフリーの推進 

6 地域の読書・学習活動支援 

7 情報の発信強化 

2 こども読書活動の推進 

(子ども読書活動推進計画) 

1 読書推進・学習活動支援 

2 教育機関等との連携 

3 郷土文化の普及・継承 

1 資料の充実 

2 レファレンスサービスの充実 

3 情報の発信強化 

Ⅱ 

図
書
館
の 

運
営
体
制
分
野 

４ 効率的で質の高い 

サービス提供体制の確立 
1 適切で効果的な運営体制の確立 

Ⅲ 

施
設
設
備
の
更
新
・
維

持
管
理
分
野 

５ 図書館施設の長寿命化

と滞在空間の整備 

1 施設等の維持保全 

2 読書空間の整備充実 
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第５ 

 

 １ 図書館サービス分野 

Ⅰ 図書館サービス分野 

基本方針１ 市民の生涯学習への支援 

基本施策１ 資料の充実 

個別施策 

① 新刊、話題、時事等に基づく資料選定 

② 利用者ニーズに基づく資料選定 

③ 山・盆地・湧水関連資料の充実 

④ 短歌等関連資料の充実 

⑤ 企画展示の充実 

⑥ 適切な資料の配置及び管理 

① 新刊、話題、時事等に基づく資料選定 

話題性や時事などを踏まえ、市民に必要な情報が提供できるよう、客 

観的かつ公平な視点で資料の収集を行い、資料の充実に努めます。 

② 利用者ニーズに基づく資料選定 

利用者の知的好奇心を刺激するとともに、市民のみなさんと共につく 

る図書館の取組として、きめ細やかな資料の充実に努めます。 

また、こどもから大人まで、幅広い世代を対象とした年代別資料の選 

定と周知を図ります。 

③ 山・盆地・湧水関連資料の充実 

本市が持つ魅力の再発見や環境資源を活用した観光振興につながるよ 

う、本市が掲げる「ふるさと秦野」や「OMOTAN(オモタン)」などの施策 

も含め、秦野の地域特性（自然環境）に関連した資料の充実に努めま 

す。 

④ 短歌等関連資料の充実 

歴史的価値がある資料のほか、絶版などの理由により一般購入が困難で

ある資料などの寄贈を受入れ、資料の充実を図るとともに、適切な保存・

管理に努め、後世に引き継ぎます。 

 

 

 
OMOTAN…表丹沢の略称であるとともに、「面白い」「楽しい」の語感を組み合わせたキャッチフレーズ。「M」と

「A」を表丹沢の山々に見立て、ブルーは名水、グリーンは豊かなみどり、ピンクは桜などの花を表現している。 
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⑤ 企画展示の充実 

日本の伝統的文化や風習などを学び、また、話題性のある事柄など、新

たな文化に触れる機会の提供のため、積極的に企画展示を実施します。 

⑥ 適切な資料の配置及び管理 

書架の工夫や展示の充実に努めるとともに、知の拠点として、豊富な情

報を後世に引き継ぐため、適切な資料の保存・管理（製本、蔵書点検※、除

籍※）に努めます。 

 

Ⅰ 図書館サービス分野 

基本方針１ 市民の生涯学習への支援 

基本施策２ レファレンスサービスの充実 

個別施策 

① 相談体制の整備 

② 人材育成・確保 

③ レファレンスデータベースの充実 

① 相談体制の整備 

窓口や電話などによる利用者からの問合せに対し正確かつ迅速に回答で

きる体制を整えるとともに、図書館サービスの利用などに関する一般的な

問合せから、より高度で専門的な相談まで対応できる体制整備に努めま

す。 

② 人材育成・確保 

利用者からの幅広いニーズに対応できる体制を整備するため、専門的な

知見を持った人材の育成や確保に努めます。 

③ レファレンスデータベースの充実 

利用者の多岐に渡る問合せ等に対し、どの職員でも正確かつ迅速に対応

できるよう、様々な情報をデータベース化し共有できる体制の構築に努め

ます。 

・レファレンスデータの作成や収集 

   

 

 

 

 

蔵書点検…資料の有無や収納場所の確認等を行うため、全ての資料を物理的に調査する業務。 

除籍…破損や亡失、一定年数を経過したもの、内容等が古く利用価値が低下した資料などを除去し、また、図書原

簿（データベース）等からも削除する業務。 
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Ⅰ 図書館サービス分野 

基本方針１ 市民の生涯学習への支援 

基本施策３ 公民館図書室等を含めた図書館サービスの充実 

個別施策 

① 開館日・開館時間の充実 

② ICT技術の効果的運用 

ⅰ オンラインデータベース※の活用 

ⅱ インターネット利用環境の充実 

ⅲ デジタルサービス※の研究 

③ 図書館サービス網※の充実 

ⅰ 図書館と公民館図書室等の連携強化 

ⅱ 駅連絡所等のサービスポイントを検討 

①  開館日・開館時間の充実 

より多くの方が図書館を利用できるよう、開館日及び開館時間を維持

し、利用者及び住民の利用の促進を図ります。 

・土曜、日曜、祝日の開館、午後 7時まで開館（火曜、祝日を除く） 

②－ⅰ ICT技術の効果的運用【オンラインデータベースの活用】 

ICT技術を活用し、いつでも、どこからでも、安心して資料検索や予約が

できる環境を充実し、予約資料の円滑な貸出の促進に努めます。 

・インターネットによる蔵書検索や予約環境の維持 

・蔵書等データベースのクラウド化※（安全性・機密性の向上） 

・メールによる予約資料の受け取り案内の維持 

②－ⅱ ICT技術の効果的運用【インターネット利用環境の充実】 

全ての利用者に分かりやすく、また、様々なデバイス（パソコンやスマ

ートフォンなど）で利用できるインターネット環境の充実に努めます。 

また、最新の情報などを迅速かつ正確に周知できるようなホームページ

の管理体制の確立を図ります。 

 ・様々なデバイスで利用できる環境整備の検討 

 ・Webアクセシビリティ※の徹底 

 ・ホームページの適正管理 

 

 

 

オンラインデータベース…インターネットを経由して利用できるデータベース。 

デジタルサービス…人やモノで物理的に提供してきたサービスがデジタル化されたもの。 

図書館サービス網…図書館サービスを提供する各施設との連携体制及びそれらをつなぐ物理的な運搬や、オンライ

ンネットワーク。 

クラウド化…官庁などの情報システムで、庁舎内等に機器を設置して運用してきたシステムを、ネットワークを通

じた外部事業者のクラウドサービスを利用する方式に移行すること。 

Web アクセシビリティ…高齢者や障害者を含め、誰もがホームページ等で提供される情報や機能を支障なく利用で

きること。 
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②－ⅲ ICT技術の効果的運用【デジタルサービスの研究】 

ICT 技術の進展や新型感染症の流行によって変化した生活様式によるニー

ズなどを捉え、デジタル社会に対応した読書環境の整備など、非来館型サ

ービスの取組を検討します。 

・デジタルアーカイブ※やデジタル音声※の運用の検討 

・電子図書館の普及啓発及び活用 

・電子図書館の学校との連携 

 ・マイナンバーカードの図書館カードとしての利用の検討 

③－ⅰ 図書館サービス網の充実【図書館と公民館図書室等の連携強化】 

きめ細かな図書館サービスを提供するため、図書館へ足を運ばなくても

資料の貸出や返却・検索などが行えるよう、地域拠点である公民館と連携

し、利便性の向上を図ります。 

・公民館図書室との図書館システムネットワーク維持 

・公民館図書室の蔵書点検や資料の入替 

・公民館図書室との連携により、公民館行事に対する支援 

③－ⅱ 図書館サービス網の充実【駅連絡所等のサービスポイントを検討】 

通勤・通学や駅周辺施設を利用する多くの方に、効率的かつ円滑に資料

の貸出・返却が行えるよう、サービスポイントの充実を図ります。 

さらに、幅広い年代からのニーズに応えるため、秦野駅北口周辺地区多

世代交流施設の整備に掲げている、図書のある空間への新規サービスポイ

ントの整備など、検討していきます。 

・新規サービスポイントの検討 

・各サービスポイントでの貸出や返却のシステムネットワーク維持 

 

 

 

 

 

 

 
デジタルアーカイブ…所蔵資料をデジタル化し、保存・公開するシステムで破損の心配がなくインターネットで自

由に閲覧できる。 

デジタル音声…デジタル形式で利活用することができる図書の朗読音声。 
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Ⅰ 図書館サービス分野 

基本方針１ 市民の生涯学習への支援 

基本施策４ 他図書館、類縁機関等との連携 

個別施策 

① 他自治体図書館との連携 

② 国立国会図書館との連携 

③ 東海大学との連携 

④ その他の機関等との連携 

① 他自治体図書館との連携 

公立図書館の間で、様々な課題への対応や取組等の情報交換・情報共有

を図るとともに、限られた資料の保管スペースや財政状況等から、単一の

図書館では補いきれない資料を相互に利用できる環境を整え、幅広い利用

者ニーズへの対応に努めます。 

・横断検索や相互貸借(神奈川県図書館情報ネットワーク) 

② 国立国会図書館との連携 

絶版等の理由で入手困難となり、国立国会図書館が保有している資料

を、図書館でも利用できるよう、国立国会図書館のデジタル化資料送信サ

ービス※を利用し、提供できるサービスを維持します。 

③ 東海大学との連携 

東海大学との連携の一環とし、市民が大学図書館ならではの専門的資料

を利用でき、また、学生が大学図書館では所蔵・選書が少ない分野の資料

を所蔵する秦野市立図書館を利用できる環境を維持します。 

④ その他の機関等との連携 

今後の図書館運営の中で、新たなサービスの取組やニーズへの対応に必

要となる他の文化振興施設や教育機関等との連携を積極的に図り、図書館

サービスの充実に努めます。 

  

デジタル化資料送信サービス…国立国会図書館のデジタル化資料のうち、絶版等の理由で入手が困難な資料を、国立

国会図書館の承認を受けた全国の公共図書館、大学図書館等の館内で利用できるサービス。 
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Ⅰ 図書館サービス分野 

基本方針１ 市民の生涯学習への支援 

基本施策５ 読書バリアフリーの推進 

個別施策 

① 身体障害者(高齢者含む)へのサービス 

② 視覚障害者(高齢者含む)へのサービス 

③ 聴覚障害者(高齢者含む)へのサービス 

④ その他に補助を要する者等へのサービス 

① 身体障害者(高齢者含む)へのサービス 

移動等が困難な利用者が円滑に利用できるような施設や設備の充実に継

続的に取り組むとともに、職員の補助体制の充実にも努めます。 

・段差解消など、館内バリアフリーの推進 

② 視覚障害者(高齢者含む)へのサービス 

資料を読むことができない利用者でも、本に親しみ、また、資料を利用

することができるよう、音声や点字などによるサービスの充実と、「視力

が弱い」、「色の判別が難しい」、「日本語が読めない」といった利用者

へのサービスの検討・充実に努めます。 

・対面朗読※の実施や点字図書や大活字本※の整備 

・Webアクセシビリティの徹底 

・視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の調査研究 

③ 聴覚障害者(高齢者含む)へのサービス 

館内等の利用方法が目で見て分かるよう、掲示物や配布物などを効果的

に活用するとともに、筆談などによる職員の補助体制の充実にも努めま

す。 

④ その他に補助を要する者等へのサービス 

身体・視覚・聴覚以外に配慮や補助が必要な利用者でも円滑に利用でき

る図書館であるため、可能な限り対応体制の充実に努めるとともに、神奈

川県ライトセンター※など、関係機関との連携を図ります。 

また、来館できない利用者等が入所する福祉事業所等に対し、リユース

や団体貸出などによる支援体制の強化を検討します。 

さらに、多様な人々への読書活動を支援するため、日本語を母語としな

い、こどもや保護者などに向けた図書資料の充実を図ります。 

 
対面朗読…文字の読めない方など（視覚や身体的理由）に希望する資料を音訳者が朗読するサービス。 

大活字本…視力が弱い人などに対応するため、通常よりも大きな文字や判型を用いた本。 

神奈川県ライトセンター…横浜市旭区に所在する、視覚障害を持つ人を対象とした複合福祉施設。施設内に、点字

図書や録音図書の収蔵・貸出を行う図書館がある。 

39



 

 

Ⅰ 図書館サービス分野 

基本方針１ 市民の生涯学習への支援 

基本施策６ 地域の読書・学習活動支援 

個別施策 

① 地域の学習事業の実施 

② 視聴覚資料の利活用の推進 

③ 地域ボランティア等との協働と人材育成の支援 

① 地域の学習事業の実施 

地域の学習拠点として利用者への学習機会を提供し、学習意欲を刺激す

るとともに、自ら進んで学習に取り組む生涯学習の推進へとつながるよう

に努めます。 

・イベント（市民大学※、文学講演会、朗読コンサートなど）の実施 

② 視聴覚資料の利活用の推進 

活字資料だけでなく、音声や映像を通した視聴覚利活用を展開するとと

もに、視聴覚教材・機材を収集・保管し、それらの利活用に努めます。 

・16ミリ映写機操作技術認定講習会の実施 

・16ミリ映写機やフィルムの貸出、映画会の開催 

③ 地域ボランティア等との協働と人材育成の支援 

地域全体で読書推進体制を強化するため、各ボランティア等の特色ある

取組との効果的な連携を図るほか、新たなボランティア等の人材育成支援

に努めます。 

・地域ボランティアや大学等との協働 

・ボランティア養成講座の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民大学…秦野市と東海大学との提携事業のひとつとして、教授、准教授を講師に招いた大学の講義のような専門

的な講座。 
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Ⅰ 図書館サービス分野 

基本方針１ 市民の生涯学習への支援 

基本施策７ 情報の発信強化 

個別施策 

① インターネットの利用 

② 外部メディア等の活用 

③ 内部情報誌等の活用 

④ 職業体験、見学会等の実施 

⑤ 図書館キャラクター等の活用 

① インターネットの利用 

時間や経費を抑え、手軽に多くの利用者へ周知することができる ICTを活

用し、スマートかつ効率的な情報提供体制の構築に努めます。 

・ホームページの充実 

・市公式 LINEアカウントを含めた SNSやメール等の有効活用 

② 外部メディア等の活用 

パソコンやスマートフォンなどを使用していない利用者などへも、より

広く図書館サービス等を周知するため、外部メディアを活用できるような

連携構築に努めます。 

③ 内部情報誌等の活用 

地域に根差した情報などを、より細かく丁寧に掲載することができる内

部情報誌を活用し、利用者の学習意欲や興味を刺激できるような取組に努

めます。 

④ 職業体験、見学会等の実施 

職員等でなければ、見ることや知ることのできない図書館の裏側を体験

することで、図書館や図書館サービスに対する知見や理解を深める一助と

なる取組に努めます。 

⑤ 図書館キャラクター等の活用 

図書館のため、作画されたキャラクター（みるみる※・よむよむ※）やグ

ッズ、特典などを有効活用し、図書館サービスの利用促進を図ります。 

 

 

 

 みるみる・よむよむ…秦野出身の漫画家・神奈幸子氏がデザインした秦野市立図書館のマスコットキャラクターで、

平成 13 年に市民から愛称を募集し、「みるみる」、「よむよむ」と名付けられた。 
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Ⅰ 図書館サービス分野 

基本方針２ こども読書活動の推進 

基本施策１ 読書推進・学習活動支援 

個別施策 
① 読書活動等推進への支援 

② キャリア教育※への支援 

① 読書活動等推進への支援 

乳幼児期から本に触れあう機会を増やし、読書を親しみ、また、楽しむ

ことで、こどもたちの読書習慣を形成するとともに、発達段階に沿った読

書が行えるようこどもたちや保護者等への支援体制の充実に努めます。 

 ・ブックスタート※やおはなし会の実施 

 ・こども映画会やイベントの実施 

 ・児童文学講座、子ども読書活動推進事業講演会の実施 

・ブックリストの作成（発達過程にあわせた本の紹介） 

② キャリア教育への支援 

読書を通してこどもが自ら判断し人生を選択する「生きる力」を身に付

けられるよう支援するとともに、図書館の仕事を体験できる場や読書推進

を担う司書を目指す契機にもなるよう、次世代育成につながる取組に努め

ます。 

・中学生、高校生の図書館体験ボランティア受入 

・中学生の体験学習や高校生の現場実習の受入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャリア教育…一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、将来

を見据え、自分が社会の中で果たす役割や生き方を展望し、実現していくことを促す教育。 

ブックスタート…平成 4 年(1992 年)にイギリスで始まった保護者に絵本を渡す事業で、赤ちゃんに対して絵本を読

み聞かせることによる親子の心のかよい合いを目的としており、本市では(保健福祉センターで行う)7 か月児健康診

査と一緒に実施し、絵本の楽しさを伝え「体験」と「絵本」をセットでプレゼントしている。 
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Ⅰ 図書館サービス分野 

基本方針２ こども読書活動の推進 

基本施策２ 教育機関等との連携 

個別施策 

① 学校教育機関との連携 

② その他の機関との連携 

③ 庁内組織との連携 

① 学校教育機関との連携 

学校や児童ホーム等での活動内に読書を楽しむ時間や機会を設けること

は、多くのこどもたちが読書習慣を身に付ける効果的な契機になるため、

学校（教職員や生徒・児童）との交流を図るとともに、相互の連携強化に

よる資料の有効的な管理・活用方法を検討します。 

・教育委員会、学校との連携強化（蔵書等の教育的活用の促進） 

・学校司書、学校図書館と図書館、公民館図書室との連携強化 

・図書館見学（児童、生徒、教職員対象）の実施 

・教職員の体験研修の受入 

・学校図書館や児童ホーム、児童館などとの連携 

・団体貸出の促進 

② その他の機関との連携 

学校等を取り巻く地域全体でこどもの読書活動推進を図れるよう、ボラ

ンティアや企業、市内の大学などから連携が可能な団体を模索し、協力体

制の構築を図ります。 

③ 庁内組織との連携 

庁内関係課と情報共有を図り、本市の広報宣伝に繋げられるよう、連携

を強化していきます。 
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Ⅰ 図書館サービス分野 

基本方針３ 郷土文化の普及・継承 

基本施策１ 資料の充実 

個別施策 

① 収集資料の分類整理 

② 展示方法・スペースの工夫 

③ 資料保存スペースの確保 

④ 関係課等との連携 

① 収集資料の分類整理 

秦野の歴史を知るための資料を適切に収集・管理するため、資料の収集

基準※を適宜見直すとともに、分類や整理についても後の利活用方法等を念

頭に、適切な方法を検討します。 

② 展示方法・スペースの工夫 

貴重な郷土資料の日常の展示方法を工夫するとともに、特別展示などの

機会を設け、市民への周知や有効活用を図ります。 

③ 資料保存スペースの確保 

図書館資料を適切な状態で後世へ引き継いでいくため、資料の管理・ 

保存方法や保存場所について検討を行います。 

④ 関係課等との連携 

郷土文化を効率的かつ効果的に調査・研究・学習できる環境整備を検討

するとともに、現状の文化資料を適正な状態で公開等が行えるよう日常の

管理に努めます。 

また、市内の社会教育施設との連携を図り、相互の広報宣伝に繋がるよ

うに努めます。 

 ・はだの歴史博物館※、宮永岳彦記念美術館との連携 

 ・はだの浮世絵ギャラリー※の日常管理 

 

 

 

 

 

 

 

収集基準…平成 17 年 1 月に施行し、秦野市立図書館の目的及び図書館の自由に関する宣言に基づいた、図書、記

録、その他の資料の収集及び選定に関する必要な事項を定めたもの。 

はだの歴史博物館…主に市内で出土した遺物や考古資料を展示してきた秦野市立桜土手古墳展示館が、令和 2 年に

開館 30 周年を迎えたことを契機に、リニューアルし「はだの歴史博物館」としてオープン。 

はだの浮世絵ギャラリー…江戸時代の生活文化や社会風俗を伝える日本の伝統的な浮世絵を紹介するとともに、貴

重な作品に触れる機会を提供するため、図書館内に平成 29 年 11 月から文化振興課所管の「はだの浮世絵ギャラリ

ー」が開設。 
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Ⅰ 図書館サービス分野 

基本方針３ 郷土文化の普及・継承 

基本施策２ レファレンスサービスの充実 

個別施策 
① 人材育成・確保 

② 郷土資料のレファレンスデータベースの充実 

① 人材育成・確保 

郷土文化に特化した、専門的かつ高度な質問等に対応できる人材を育

成・確保するとともに、高度な知見を持つ研究者や大学などの学術機関と

の連携を図ります。 

② 郷土資料のレファレンスデータベースの充実 

専門性の高い資料に対して利用者等が求める解説などをデータベース化

し、迅速かつ正確なレファレンスサービスを提供するとともに、人材育成

の資料としての活用を図ります。 

・レファレンスデータの作成や収集 
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Ⅰ 図書館サービス分野 

基本方針３ 郷土文化の普及・継承 

基本施策３ 情報の発信強化 

個別施策 

① インターネットの利用 

② 外部メディア等の活用 

③ 内部情報誌等の活用 

④ イベント等の実施 

① インターネットの利用   

郷土文化に関する資料を広く周知・公開するため、資料のデジタル化に

ついて研究するとともに、それらを活用しインターネット上に展開できる

よう、特集ページなどの作成・編集に努めます。 

② 外部メディア等の活用   

ICT を利用していない利用者等に対しても、郷土文化に関する資料や企

画等を広く周知するため、外部メディアを活用できるような連携構築に努

めます。 

③ 内部情報誌等の活用 

郷土文化の普及・継承に関する企画やサービスの周知のほか、より多

く、詳細な内容を掲載できる内部情報誌を有効活用し、情報の発信強化に

努めます。 

④ イベント等の実施 

我が国で古くから詠まれてきている短歌の文化に触れ、また、短歌を通

じて秦野で生まれた「前田夕暮」や「谷鼎」の生涯や功績などを伝える機

会とし、イベント等を継続的に実施します。 

・夕暮祭短歌大会 

・夕暮記念こども短歌大会 
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 ２ 図書館の運営体制分野 
 

Ⅱ 図書館の運営体制分野 

基本方針４ 効率的で質の高いサービス提供体制の確立 

基本施策１ 適切で効果的な運営体制の確立 

個別施策 

① 運営体制等の検証・検討 

② 人材の育成・確保 

③ 外部団体等との連携・協力 

① 運営体制等の検証・検討 

厳しい財政状況が引き続き見込まれる中で、外部委託を含めた図書館運

営を検証し、効果的・効率的な図書館運営の在り方を検討します。 

・外部委員による検証検討（図書館協議会※） 

・適正な運営や業務分担の検討 

② 人材の育成・確保 

地域を支える情報拠点とし、利用者からの一般的な相談から専門的な相

談まで対応できる体制の維持を図るとともに、今後の社会情勢の変化にも

対応できる、人材の育成と確保に努めます。 

・専門職(司書職)の育成と確保 

③ 外部団体等との連携・協力 

市民（地域）や団体等が持っているノウハウや経験を活かし、共に図書

館サービスの充実を図るため、様々な団体等との連携や協力体制の構築を

図ります。 

・ボランティアや大学等との連携や協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図書館協議会…図書館法第 14 条の規定に基づき地方公共団体が設置する公立図書館の運営に関して、館長の諮問に

応じ，意見を述べるため設けられる機関 。 
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 ３ 施設設備の更新・維持管理分野 

Ⅲ 施設設備の更新・維持管理分野 

基本方針５ 図書館施設の長寿命化と滞在空間の整備 

基本施策１ 施設等の維持保全 

個別施策 
① 計画的な改修工事等の実施 

② 施設・設備等の適正管理 

① 計画的な改修工事等の実施 

建築後 41 年を経過していることから、施設の安全面、機能面の維持保全

を図り、本市における公共施設の将来構想に即した活用ができるよう、関

係課等とも連携を図りながら、適切かつ計画的な改修工事等の実施に努め

ます。 

・公共施設再配置計画及び公共施設保全計画との目標の共有 

② 施設・設備等の適正管理 

建物及び設備の健全性を常に把握するとともに、故障などが生じないよ

う、日頃の点検等を強化し、施設等の長寿命化と機能維持を図るため、監

視保全を実施し、不具合等が生じた場合に、速やかに対応します。 

・法定点検等の実施 

・要配慮箇所情報の集約、整理及び自主改修、修繕の適宜実施 
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施設設備の更新・維持管理分野 

基本方針５ 図書館施設の長寿命化と滞在空間の整備 

基本施策２ 読書空間の整備充実 

個別施策 
① 読書環境の整備・充実 

② 防災・防犯等対策の充実・検討 

① 読書環境の整備・充実 

利用者が快適に図書館を利用できるようなイベント等を実施するととも

に、館内レイアウトの工夫や什器類の維持保全を図り、また、防音や防臭

など、空間環境への配慮に努めます。 

・館内レイアウトや適切な案内表示等の推進 

・館内読書推進イベントの実施 

② 防災・防犯等対策の充実・検討 

安全に安心して図書館を利用できるよう、地震や火災、風水害、感染症

などへの対応や救命救急などの習得(研修受講)に努めます。 

・防災、防犯の訓練や対策の実施 

・防犯カメラ導入の検討 
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【資料編】 

資料 1  秦野市立図書館基本計画の主な策定経過 

資料 2  秦野市図書館協議会名簿 

【参考】 基本施策と関連する SDGsの目標 
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